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    保健師教育および助産師教育における履修単位について（要望） 

 

 日本看護系大学協議会は、2009年7月の保健師助産師看護師法等の改正によって、保健師

および助産師の養成課程の年限が1年以上になったことや、2009年8月の文部科学省「大学

における看護系人材養成の在り方に関する検討会」の第一次報告書で、これまで大学の看護

学教育においては必須であった保健師の国家試験受験資格を得るための「保健師教育」の選

択制を可能にしたことを受けて、大学における看護学教育のあり方と看護専門職としての免

許資格の問題について検討を重ねてきております。とくに、今年度は看護学士課程のおける

教育内容と卒業時の到達目標について検討し、看護系大学としての質の確保と各大学の独自

性が両立し、なおかつ、社会のニーズに応えることができるような看護学基礎教育の枠組み

づくりに努力をしています。 

 これまで日本看護系大学では、学士課程において看護師・保健師・助産師の国家試験受験

資格を得るための教育を統合して行うことを特徴とし、教育効果を上げてきています。すな

わち看護系大学で学ぶことによって学生のキャリアパスが拡がり、卒業後の可能性を拓きな

がら看護職としてのキャリアを継続してきていることは、卒業生の動向からも明らかになっ

ています。また、看護系大学は、看護専門職の育成のための教育を統合的に行ってきた実績

から、大学ならびに大学院で、保健師、助産師の資格取得のための教育をより効率的・効果

的に展開する方法を既に開発してきています。 

 現在、厚生労働省におきましては、「看護教育の内容と方法に関する検討会」が開催され、

保健師教育および助産師教育の内容と教育時間（履修単位）が検討されてきておりますが、

日本看護系大学協議会としては、各大学の教育理念と方針に基づき、学部ならびに大学院に

おいて看護専門職の資格取得のための教育を可能にするために、保健師および助産師の国家

試験受験資格を得るために必要な履修単位の上限を26単位とすることを要望いたします。 

教育方法の開発・改善を図ることができれば、現在、教育内容の充実が求められている保

健師教育、助産師教育については、26単位を上限としても内容の確保はできると考えます。

また、現場において求められる実践能力の育成については、卒後研修等も合わせて検討され

るべきで、基礎教育における実習時間等の大幅な増加は、臨地実習の場の確保と教育体制に

与える影響が大きく、教育の混乱を招く危険を孕んでいると考えます。 
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